
通知カード・マイナンバーカードの廃棄について
　総務省からの通知により、保管日を経過した通知カード・マイナンバーカード
は廃棄させていただきます。また、廃棄後にカードを再発行する場合には手数料
がかかりますので、受け取られていない方は早めにご来庁ください。

　平成 27 年に「通知カード（個人番
号入りで緑色の紙カード）」をお送りし
ましたが、ご不在で配達されなかった

「通知カード」は、

平成 31 年 3 月 31（日）まで
保管しています。

　「通知カード」をまだお受け取りに
なっていない方は、Ａの本人確認書類
をお持ちいただき、市民サービス課に
お越しいただきますようお願いします。

（別世帯の方が受け取る場合には委任状
が必要です。）

通知カード
□ 本人確認書類

【１点で確認できるもの】
運転免許証・パスポート・住民基本台
帳カード（写真付き）・身体障害者手帳

（写真付き）・在留カード・特別永住者
証明書など
【上記のものがない場合は、

次のいずれか２点】
健康保険証・介護保険証・年金証書か
年金手帳・療育手帳・写真付き社員証
や学生証など

□  はがき「個人番号カード交付・電子
証明書発行通知書兼照会書」 

□  通知カード（個人番号入りで緑色の紙
カード） 

□  住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
□ 認印 
※ 15歳未満のお子様は、法定代理人とご一

緒にお越しください。その際、法定代理人
の方は身分証明書をご持参ください。

■ご不明な点はお問合せください。

日曜日　　　午前 9 時～午後 4 時
月～金曜日　午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分
×印は閉庁日

お持ちいただくもの

お持ちいただくもの

【開庁日時】

２ 月
日 月 火 水 木 金 土
17 18 19 20 21 22 23
― ― ― ― 〇 〇 ×
24 25 26 27 28
〇 〇 〇 〇 〇

３ 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2
〇 ×

3 4 5 6 7 8 9
〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×
10 11 12 13 14 15 16
〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×
17 18 19 20 21 22 23
× 〇 〇 〇 × 〇 ×
24 25 26 27 28 29 30
〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×
31
〇■お問合せ　市民サービス課　☎ 0297（21）2186
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　「マイナンバーカード」を申請された
方には、受け取り通知（はがき）をお
送りしています。
　平成 27 年～平成 30 年 1 月 25 日
までに通知しました「マイナンバーカー
ド」は、

平成 31 年 3 月 31（日）まで
保管しています。

　「マイナンバーカード」をまだお受け
取りになっていない方は、ＡとBをど
ちらもお持ちいただき、市民サービス
課にお越しいただきますようお願いし
ます。（顔認証をいたしますので、受け
取りはご本人様のみとなります。）

マイナンバーカード
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